
様式第３号の３

小山町中小企業・小規模企業振興基本計画(案)への御意見と町の考え方

該当箇所 意見の概要 町の考え方 反映結果

全般 （公財）駿東勤労者福祉サービスセンターは、小山町をはじめ

とする駿東地区二市二町の中小企業に働く勤労者と事業主の

福利厚生の増進を図ることを目的に平成8年に設立され事業を

実施しています。令和 5年 3月 1 日現在の事業所数は 804、会

員数 4429 人（うち小山町 122，747 人）です。当センターは中

小企業の労働環境の向上を図るため勤労者福祉事業に取り組

み、会員拡大を図るために行政と連携して事業展開を行ってお

ります。その結果、中小企業の経営基礎である人材確保にもつ

なげていくものであり、小山町の企業誘致の推進の一端を担う

ものであります。従いまして、本計画に当センターを位置付け

ていただき、事業促進を進めてまいります。

例）基本方針Ⅳ 雇用の確保及び労働環境の整備の促進

【取組内容】（５）安心して働くことができる労働環境及び勤労

者福祉の向上の支援

【目標値】
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基本方針Ⅳ 雇用の確保及び労働環境の整備の促進

【取組内容】（５）安心して働くことができる労働環境及び勤労

者福祉の向上の支援
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